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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間　個票 

都市建設部　都市計画課 

 

 
許認可等の内容 建ぺい率等の特例許可

 
根拠法令等及び条項 都市計画法第４１条第２項ただし書

 標

準

処

理

期

間

根拠条項 開発許可事務に係る審査基準及び標準処理期間

 
設定等年月日

平成１５年　４月　１日設定 

平成２２年　３月２９日最終変更

 
標準処理期間 １５日

 

審

査

基

準

根拠条項
栃木市開発許可等審査基準 

都市計画法施行細則

 
参考事項 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

 
設定等年月日

平成２２年　３月２９日設定 

平成２７年　４月　１日最終変更（平成２７年告示第１４８号）

 【　基　準　】

 都市計画法第４１条第２項ただし書の許可は、建築基準法の建築物の建ぺい率等の制

限の例外の運用に準じて行うものとする。

 


